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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第２２１号 

 

第１ 審査会の結論 

徳島県知事が行った公文書部分公開決定処分において非公開とした部分のうち、別

表中公文書８の(2)から(4)まで、(6)から(10)まで及び(12)並びに公文書９の(1)から

(4)までに掲げるものについては公開すべきであり、その他の部分を非公開とした判

断は妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書公開請求 

令和３年２月１８日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例

第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し、「○○土地改良区に係る（Ｒ３年２月に定期検査した経

緯経過が分かる書類 法人検査課、農林水産部○○」の公文書公開請求（以下「本件

請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

令和３年３月３１日、実施機関は、別表に掲げる公文書（以下「本件公文書」とい

う。）を特定した上で、公文書１についてはその全てを公開する公文書公開決定処分

（本件審査請求外）を、公文書２から公文書１１までについてはこれらの公文書に記

録された情報のうち条例第８条各号に該当する情報を除いた部分を公開する公文書部

分公開決定処分（以下「本件処分」という。）を、公文書１２から公文書１４までに

ついてはその全部を非公開とする公文書非公開決定処分（本件審査請求外）を行い、

それぞれ審査請求人に通知した。 

 

３ 審査請求 

令和３年４月５日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

令和６年３月１４日、実施機関は、徳島県情報公開・個人情報保護審査会に対して、

本件処分に対する審査請求につき、諮問（以下「本件事案」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件処分に係る審査請求書には、「県の枉法行為を確認した為」と記載されている。 

 

２ 審査請求の理由 
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本件処分に係る審査請求書には、「県は、本来あるべき書類（多面的事業及び国営

事業等の契約による公布金等の書類がないので出せ。また、員外監事による氏名有の

監査した書類があるので出せ」と記載されている。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由及び審査請求人の主張に

対する説明は、おおむね次のとおりである。 

１ ○○土地改良区に対し実施した検査について 

法人検査課は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１３２条第１項及び徳

島県土地改良区等検査要綱第４条の規定に基づき、土地改良区に対して、原則として

３年ごとに定期検査を実施するとともに、特に必要があると認めた場合に特別検査を

実施している。 

また、土地改良法第１３３条第１項の規定に基づき、当該土地改良区の組合員等か

ら請求があった場合に、請求検査を実施している。 

令和２年度に、法人検査課は○○土地改良区（以下「被検査団体」という。）に対

し、令和２年１２月１６日及び令和３年２月１５日から同月２４日までの期間、定期

検査を実施した。 

 

２ 本件請求の対象公文書について 

本件請求があった令和３年１２月１８日時点において、法人検査課が保有する令和

２年度の被検査団体の検査に関する公文書は別表記載の公文書１から公文書１４と特

定した。このうち本件処分に関する公文書は公文書２から公文書１１である。 

なお、公文書２から公文書１１は本検査前に被検査団体に対して提出を求めた資料

である。 

 

３ 条例第８条第１号の該当性について 

(1) 公文書３の(2)について 

当該情報は、被検査団体の役員個人の「年齢」についての情報である。これらは、

個人の社会、経済活動における重要な情報であり、個人の利益が害されることのな

いよう最大限の配慮をしなければならない情報であるため、本号に該当する。 

(2) 公文書３の(3)、公文書４の(1)、公文書６の(1)及び公文書８の(1)について 

当該情報は、被検査団体の職員の「氏名」、「年齢」、「採用年月日」、「辞令

交付有無」、「厚生年金加入有無」、「年収額」、「職名」についての情報である。

これらは特定の個人を識別することができるもの、又は、個人の社会、経済活動に

おける重要な情報であり、当該個人が類推され、個人の利益が害されることのない

よう最大限の配慮をしなければならない情報であるため、本号に該当する。 

(3) 公文書４の(5)、公文書５の(5)、公文書６の(5)及び(11)、公文書７の(5)、公文書

８の(5)及び(11)、公文書９の(5)、公文書１０の(6)並びに公文書１１の(2)について 
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当該情報は、被検査団体の監事個人の「印影」についての情報である。これらは、

個人の社会、経済活動における重要な情報であり、個人の利益が害されることのな

いよう最大限の配慮をしなければならない情報であるため、本号に該当する。 

 

４ 条例第８条第２号の該当性について 

(1) 公文書２の(1)及び公文書３の(1)について 

当該情報は、被検査団体の理事長印の印影である。代表者印は、認証的機能を有

するものであり、これを公にすることにより、偽造される恐れがある等、当該法人

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあり、本号に該当する。 

(2) 公文書３の(5)及び(7)、公文書４の(4)、公文書５の(2)、公文書６の(4)、公文書

７の(2)、公文書８の(4)並びに公文書９の(2)について 

当該情報は、被検査団体が組合員から徴収する賦課金に関する情報である。これ

らの情報は、内部管理情報であり、被検査団体の意思に関わりなく公にすることに

より、被検査団体の自律性への不当な侵害となるおそれがあるため、本号に該当す

る。 

(3) 公文書３の(4)について 

当該情報は、被検査団体の財務内容、組織管理、事業運営等における是正または

改善を要する事項に関する情報である。これらの情報は、内部管理情報であり、被

検査団体の意思に関わりなく公にすることにより、被検査団体の自律性への不当な

侵害となるおそれがあるため、本号に該当する。 

(4) 公文書３の(6)、公文書４の(2)、(3)、(17)及び(18)、公文書５の(1)、公文書６の

(2)、(3)、(19)及び(20)、公文書７の(1)、公文書８の(2)、(3)、(18)及び(19)並びに公

文書９の(1)について 

当該情報は、被検査団体の預入及び借入に関する情報である。これらの情報は、

公にすることにより被検査団体の事業運営に係る重要事項等が分析され、被検査団

体の自律性への不当な侵害となるおそれがあるため、本号に該当する。 

(5) 公文書３の(8)について 

当該情報は、被検査団体が管理する転用地積と決済金及びその件数である。これ

らの情報は、内部管理情報であり、被検査団体の意思に関わりなく公にすることに

より、被検査団体の自律性への不当な侵害となるおそれがあるため、本号に該当す

る。 

(6) 公文書３の(9)、公文書４の(6)から(9)まで及び(12)から(16)まで、公文書５の(3)

及び(6)、公文書６の(6)から(10)及び(14)から(18)まで、公文書７の(3)及び(6)、公文

書８の(6)から(10)まで及び(14)から(17)まで、公文書９の(3)及び(6)、公文書１０の

(1)から(5)まで並びに公文書１１の(1)について 

当該情報は、被検査団体の予算及び決算に関する収支内訳を示す情報であり、

「款」、「項」、「目」に分類される科目のうち、「項」、「目」に該当する部分

である。これらの情報は、公にすることにより、被検査団体の事業運営に係る重要
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事項等が分析され、被検査団体の自律性への不当な侵害となるおそれがあるため、

本号に該当する。 

(7) 公文書４の(10)、公文書５の(4)、公文書６の(12)、公文書７の(4)、公文書８の(12)

及び公文書９の(4)について 

当該情報は、被検査団体が所有する財産に関する情報である。これらの情報は、

公にすることにより、被検査団体の事業運営に係る重要事項等が分析され、被検査

団体の自律性への不当な侵害となるおそれがあるため、本号に該当する。 

(8) 公文書４の(11)、公文書６の(13)及び公文書８の(13)について 

当該情報は、被検査団体が実施する事業の事業費に関する情報である。これらの

情報は、公にすることにより、被検査団体の事業運営に係る重要事項等が分析され、

被検査団体の自律性への不当な侵害となるおそれがあるため、本号に該当する。 

 

５ 審査請求人の主張について 

審査請求人は、多面的機能支払交付金や国営事業等の契約に係る書類、員外監事に

よる監査に係る書類を公開するよう求めていると推察される。しかし、法人検査課の

保有する請求対象公文書は別表記載の公文書１から公文書１４のみである。そのため、

審査請求人が公開を求める書類について、法人検査課は保有していない。 

 

６ 結論 

以上により、別表記載のとおり、本件請求に係る公文書のうち、条例第８条第１号

及び第２号に規定する情報に該当する部分を非公開とし、その他の部分は公開する本

件処分を行ったものである。 

 

第５ 審査会の処理経過 

本件事案に係る審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年月日 内 容 

令和６年３月１４日 諮問 

令和７年６月２５日 
第１部会（第２４回） 

審議 

同年  ７月２８日 
第１部会（第２５回） 

審議 

 

第６ 審査会の判断 

審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件事案において審査の対象となる公文書について 

本件請求は、令和３年２月に実施された、令和２年度○○土地改良区の定期検査に
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関する公文書のうち、法人検査課において保有するものの公開を求めるものである。 

 

実施機関は、令和２年度○○土地改良区の定期検査に関する本件公文書のうち、公

文書１から公文書１１までについて本件処分を行っている。 

これに対し、審査請求人は、審査請求書において、あるべき書類として、多面的機

能支払交付金や国営事業等の契約に係る書類並びに員外監事の氏名が記載された監査

に係る書類がない旨主張しており、公文書の特定について争っている。 

実施機関における土地改良区の検査は、徳島県土地改良区等検査実施要領（以下「実

施要領」という。）の定めるところにより実施されている。実施要領の第６の３では、

検査担当職員は実施要領の別紙様式４による土地改良区検査提出資料の提出を求める

ものとされているが、多面的機能支払交付金や国営事業等の契約に係る書類は、実施

要領に基づき提出すべき書類には含まれていない。また、本件公文書中の監査意見書

（公文書４の(5)、公文書５の(5)等）には、監事の氏名が記載されているが、これら

の記載の監事が員外監事であるかどうかは、本件審査請求の審査には無関係な事項で

ある。 

したがって、実施機関が特定した公文書には特段の不足はないため、公文書１から

公文書１１までのうち実施機関が非公開とした部分について、当該非公開とした部分

が条例第８条各号に掲げる非公開情報に該当するかどうかを、以下検討することとす

る。 

 

２ 条例の規定について 

条例は、県政の諸活動を県民に説明する県の責務が全うされるよう、公文書の公開

を請求する権利を規定し、その解釈・運用に当たっては、公文書の公開を請求する権

利を十分に尊重しなければならないとしている（第３条）。もっとも、この公文書公

開請求権は絶対無制限なものではなく、公開すれば個人、法人等の権利利益を侵害し

たり、公共の利益を損なったりする場合など、公開しないことに合理的な理由のある

情報を例外的に非公開情報として条例第８条各号に定めている。したがって、審査に

当たっては、原則公開の理念に照らし、公文書の情報が非公開情報に該当するかどう

かを、条例第８条各号の文理及び趣旨に従って判断するとともに、本件事案の内容に

即し、個別具体的に判断する必要がある。 

(1) 条例第８条第１号について 

条例第８条第１号は、個人の権利利益を保護する観点から、「個人に関する情報

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの」を非公開情報として定めたものである。 

(2) 条例第８条第２号について 
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条例第８条第２号は、営業の自由や事業者の社会的評価の保護等の観点から、法

人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、当該事業者の正当な利益を損

なうこととなる情報を非公開情報として定めたものである。 

同号の「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるもの」の「権利」とは、信教の自由、集会・

結社の自由、学問の自由、財産権など法的保護に値する権利一切をいい、「競争上

の地位」とは、法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位をいう。

また、「その他正当な利益」には、社会的信用等のほか、事業運営上のノウハウや

内部管理に属する事項など、その取扱いについて社会通念上当該法人等又は事業を

営む個人の自由が尊重されるものを広く含むものである。 

「正当な利益を害するおそれがあるもの」の判断に当たっては、それぞれの事業

の性格、規模、事業内容等に留意しながら、当該情報を公開した場合に生ずる影響

を個別的、客観的に検討し、慎重に判断する必要がある。例えば、経営方針、財務

管理、労務管理など事業者の内部限りにおいて管理し、開示する相手方を自ら選択

する利益を有する情報（以下「内部管理情報」という。）については、これを当該

事業者の意思にかかわりなく公開することは、当該事業者の自律性への不当な侵害

となるおそれがあると考えられる。 

(3) 土地改良区における判断について 

土地改良区関係の公文書に記録された非公開情報については、審査会の前身であ

る徳島県情報公開審査会が行った答申（平成２７年２月２７日付け答申第１３９

号。以下「平成２７年答申」という。）の中で、条例第８条各号に掲げる非公開情

報該当性の判断が行われており、本件事案においては、(1)、(2)及び(3)のほか、平

成２７年答申を参考として、別紙に掲げる非公開部分の非公開情報該当性を判断す

ることとする。 

(4) 土地改良法改正後の判断について 

土地改良法の一部を改正する法律（平成３０年法律第４３号）により土地改良法

の一部が改正され、土地改良区の決算関係書類については、平成３０事業年度のも

のから公表が義務付けられている。これは、土地改良区は、法律によって高い公共

性を付与された団体であり、税制上の特別の地位も認められていることから、土地

改良区の会計について透明性の向上を図り、社会的な説明責任を果たしていく必要

があることによるものである。 

上記法改正後は、土地改良区においては、会計年度終了後に出納整理を行い、決

算関係書類を作成し、監事による監査を受け、理事会及び総代会の承認を経て、会

計年度の翌々年度から決算関係書類を公表することとなる。 

したがって、土地改良区の決算関係書類に記録された情報のうち、本件請求時に

おいて、すでに公表されているものについては、これを公開しても当該土地改良区

の自律性への不当な侵害となるおそれがないといえるから、当該公表されている情

報は、条例第８条第２号には該当しない。 
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３ 実施機関が非公開とした部分の非公開情報該当性について 

(1) 条例第８条第１号の該当性について 

ア 公文書３の(2)について 

本件土地改良区の役員の年齢についての情報である。これは、個人に関する情

報であって、他の情報と照合することで特定の個人を識別できるものであるた

め、条例第８条第１号に該当する。 

イ 公文書３の(3)、公文書４の(1)、公文書６の(1)及び公文書８の(1)について 

本件土地改良区の職員の氏名、年齢、採用年月日、辞令交付有無、厚生年金加

入有無、年収額及び職名についての情報である。これらは、個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報

であるため、条例第８条第１号に該当する。 

ウ 公文書４の(5)、公文書５の(5)、公文書６の(5)、公文書７の(5)、公文書８の

(5)及び(11)、公文書９の(5)及び公文書１０の(6)について 

本件土地改良区の監事の個人印の印影である。これは、その表示により特定の

個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害す

るおそれがある情報であるため、条例第８条第１号に該当する。 

(2) 条例第８条第２号の該当性について 

ア 公文書２の(1)及び公文書３の(1)について 

本件土地改良区の理事長印の印影である。これを公にすると、印章を偽造され

て第三者に悪用される場合があるなど、当該土地改良区の財産等を侵害するおそ

れがあると認められるため、条例第８条第２号に該当する。 

イ 公文書３の(5)及び(7)、公文書４の(4)、公文書５の(2)、公文書６の(4)、公文

書７の(2)、公文書８の(4)並びに公文書９の(2)について 

本件土地改良区が組合員から徴収する賦課金に関する情報である。これは、当

該土地改良区が保有する債権の処理状況を示した、財務の管理に関する内部管理

情報であり、これを当該土地改良区の意思にかかわらず公にすることは、当該土

地改良区の自律性への不当な侵害となるおそれがあると認められるため、当該情

報は条例第８条第２号に該当する。 

ただし、公文書８の(4)並びに公文書９の(2)については、本件請求時において

は、本件土地改良区により決算関係書類としてすでに公表されている内容に含ま

れているから、条例第８条第２号には該当しない。 

ウ 公文書３の(4)について 

当該情報は、本件土地改良区の財務内容、組織管理、事業運営等における是正

または改善を要する事項に関する情報である。これらの情報は、当該土地改良区

の内部管理情報であり、その意思に関わりなく公にすることにより、当該土地改

良区の自律性への不当な侵害となるおそれがあるため、条例第８条第２号に該当
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する。 

エ 公文書３の(6)、公文書４の(2)、(3)、(17)及び(18)、公文書５の(1)、公文書６

の(2)、(3)、(19)及び(20)、公文書７の(1)、公文書８の(2)、(3)、(18)及び(19)並び

に公文書９の(1)について 

本件土地改良区の預入及び借入に関する情報である。これらの情報は、当該土

地改良区の財務の管理に関する内部管理情報であり、公にすることにより、当該

土地改良区の自律性の不当な侵害となるおそれがあると認められるため、条例第

８条第２号に該当する。 

ただし、公文書８の(2)及び(3)並びに公文書９の(1)については、本件請求時に

おいては、○○土地改良区により決算関係書類としてすでに公表されている内容

に含まれているから、条例第８条第２号には該当しない。 

オ 公文書３の(8)について 

本件土地改良区が管理する用水系統ごとの転用地積、決済金及び件数である。 

平成２７年答申は、転用地積の合計及び決済金の合計額は、土地改良区の内部

管理情報には当たらず、公開すべきとしている。 

しかし、オはこれより詳細な情報であるから、本件土地改良区の内部管理情報

に当たるものであり、これを当該土地改良区の意思にかかわらず公にすること

は、当該土地改良区の自律性への不当な侵害となるおそれがあると認められるた

め、条例第８条第２号に該当する。 

カ 公文書３の(9)、公文書４の(6)から(9)まで及び(12)から(16)まで、公文書５の

(3)及び(6)、公文書６の(6)から(10)及び(14)から(18)まで、公文書７の(3)及び(6)、

公文書８の(6)から(10)まで及び(14)から(17)まで、公文書９の(3)及び(6)、公文書

１０の(1)から(5)まで並びに公文書１１の(1)について 

本件土地改良区の予算及び決算に関する収支内訳を示す情報であり、大きい方

から款、項及び目として類型化されている予算書及び決算書の科目名のうち、項

及び目に対応する部分である。 

平成２７年答申は、款に対応する情報は公開すべきであり、その他の情報につ

いては、公にすることにより土地改良区の事業運営に係る重点事項等が分析さ

れ、当該土地改良区の自律性の不当な侵害となるおそれが認められるため、条例

第８条第２号に該当し、非公開が妥当としている。 

そうすると、カの情報は、公にすることにより本件土地改良区の事業運営に係

る重点事項等が分析され、当該土地改良区の自律性の不当な侵害となるおそれが

あると認められるため、条例第８条第２号に該当する。 

ただし、公文書８の(6)から(10)まで及び公文書９の(3)については、本件請求時

においては、本件土地改良区により決算関係書類としてすでに公表されている内

容に含まれているから、条例第８条第２号には該当しない。 

キ 公文書４の(10)、公文書５の(4)、公文書６の(12)、公文書７の(4)、公文書８の

(12)及び公文書９の(4)について 
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当該土地改良区が所有する財産に関する情報である。 

平成２７年答申は、大科目、中科目及び小科目に類型化されている土地改良区

の財産目録中の科目名のうち、大科目に対応する科目名及び科目ごとの金額につ

いては公開すべき情報であるが、中科目及び小科目に対応するものについては基

本的に内部管理情報に該当するとしている。 

キの情報は、小科目に該当する情報であり、当該情報は、公にすることにより

本件土地改良区の事業運営に係る重点事項等が分析され、当該土地改良区の自律

性の不当な侵害となるおそれがあると認められるため、条例第８条第２号に該当

する。 

ただし、公文書８の(12)及び公文書９の(4)については、本件請求時においては、

本件土地改良区により決算関係書類としてすでに公表されている内容に含まれ

ているから、条例第８条第２号には該当しない。 

ク 公文書４の(11)、公文書６の(13)及び公文書８の(13)について 

本件土地改良区が実施する事業の事業費内訳である。これらの情報は、土地改

良区の内部管理情報であり、公にすることにより当該土地改良区の事業運営に係

る重点事項等が分析され、当該土地改良区の自律性の不当な侵害となるおそれが

あると認められるため、条例第８条第２号に該当する。 

(3) 小括 

したがって、本件処分において実施機関が非公開とした部分のうち、公文書８の

(2)から(4)まで、(6)から(10)まで及び(12)並びに公文書９の(1)から(4)までに掲げ

るものについては、すでに決算関係書類において公表されている内容に含まれてい

るから、条例の非公開情報に該当しないが、その他の部分については条例の非公開

情報に該当する。 

 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、審査会の上記判断を左右するものではない。 

 

５ 結論 

審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の結

論」のとおり判断する。 
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徳島県情報公開・個人情報保護審査会第１部会委員名簿 

（５０音順） 

氏 名 職 業 等 備 考 

泉 純 行政書士  

大森 千夏 弁護士 部会長 

鎌谷 郁代 税理士  

戸田 順也 弁護士  

 

別表 

公文書の件名 非公開部分 

条例第８

条の該当

する号 

公文書１ 

 

令和２年１２月１１日

付け立案文書「検査の

実施について（○○土

地改良区）」 

   

公文書２ 

 

検査必要書類提出につ

いて 

土地改良区理事長印の印影 (1) 第２号 

公文書３ 

 

土地改良区検査事前提

出資料 

表紙の土地改良区理事長印の印影 

 

(1) 第２号 

「６ 役員 別紙（３）役員名簿」の年齢の欄 

 

(2) 第１号 

「７ 職員 （２）職員名簿」の氏名から職名までの欄 

 

(3) 第１号 

「１０ 監査」の主な指摘事項 (4) 第２号 

「１１ 組合員の賦課徴収状況」に係る既存資料の賦課

調定額から未収額までの欄 

(5) 第２号 

「第３ 経理の状況 １ 農林公庫資金」の借入利息から償

還期限までの欄(ただし、未償還元金の合計額を除く) 

(6) 第２号 
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「第３ 経理の状況 ２ 特別賦課金等の徴収成績」の賦課

額から未収額までの欄 

(7) 第２号 

「１２ 農地転用及び決済金徴収状況」の決裁件数から

同左金額までの欄 

(8) 第２号 

「１５ 出納の状況」に係る別冊資料の収入から差引残

高までの欄（合計を除く） 

(9) 第２号 

公文書４ 

 

平成２６年度通常総代

会議案書 

「目次」の事務局長の氏名 

 

(1) 第１号 

第２号議案の「第４．経理の状況 １．農林公庫資金」

の借入元金から償還期限までの欄（総合計欄を除く） 

(2) 第２号 

第２号議案の「第４．経理の状況 ２．一時借入金」の

年月日から付記までの欄 

(3) 第２号 

第２号議案の「第４．経理の状況 ３．賦課金等の徴収

成績」の賦課額から未収額までの欄 

(4) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 

(5) 第１号 

第３号議案の「平成２８年度一般会計収支決算書」の項

及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(6) 第２号 

第３号議案の「平成２８年度積立金会計収支決算書」の

項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(7) 第２号 

第３号議案の「平成２８年度特別事業積立金会計収支決

算書」の項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(8) 第２号 

第３号議案の「支線会計収支決算」の各支線決算書の項

及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(9) 第２号 

第４号議案の「財産目録」の小科目の内容及び金額 

 
(10) 第２号 

第５号議案「平成３０年度事業計画（案）決議の件」の

予定事業費 
(11) 第２号 

第６号議案「平成３０年度一般会計収支予算書（案）」の

項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(12) 第２号 

第７号議案「平成３０年度特別会計小水力発電事業収支

予算書（案）」の項及び目の本年度予算額から付記までの

欄 

(13) 第２号 

第８号議案「平成３０年度積立金会計収支予算書（案）

」の項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(14) 第２号 

第９号議案「平成３０年度特別事業積立金会計収支予算

書（案）」の項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(15) 第２号 
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第１０号議案の「平成３０年度支線会計収支予算（案）

決議の件」の各支線収支予算書（案）の項及び目の本年

度予算額から付記までの欄 

(16) 第２号 

第１３号議案「平成３０年度一時借入（案）決議の件」

の「１．借入先」から「６．償還財源」までの欄 
(17) 第２号 

第１４号議案「平成３０年度現金預入先（案）決議の件

」の預入先 
(18) 第２号 

公文書５ 

 

通常総代会議案書 別

冊（案） 

第１５号議案の「第３．経理の状況 １．農林公庫資金

」の借入利息から償還期限までの欄(ただし、未償還元金

の合計欄を除く) 

(1) 第２号 

第１５号議案の「第３．経理の状況 ２．特別賦課金等

の徴収成績」の賦課額から未収額までの欄 

(2) 第２号 

第１６号議案の「平成２８年度国営附帯県営農地防災事

業積立金会計収支決算書」の項及び目の本年度決算額か

ら付記までの欄 

(3) 第２号 

第１７号議案「平成２８年度国営附帯県営農地防災事業

財産目録承認の件」(1)流動資産(2)負債の各年度の借入

額及び償還期限 

(4) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 

(5) 第１号 

第１８号議案「平成３０年度国営附帯県営農地防災事業

積立金会計収支予算書（案）」の項、目の本年度予算額か

ら付記までの欄 

(6) 第２号 

公文書６ 

 

通常総代会議案書（案） 

（平成３１年３月５日

開催） 

「目次」の事務局長の氏名 

 

(1) 第１号 

第１号議案の「第４．経理の状況 １．農林公庫資金」

の借入元金から償還期限までの欄（総合計欄を除く） 

(2) 第２号 

第１号議案の「第４．経理の状況 ２．一時借入金」の

年月日から付記までの欄 

(3) 第２号 

第１号議案の「第４．経理の状況 ３．賦課金等の徴収

成績」の賦課額から未収額までの欄 

(4) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 

(5) 第１号 

第２号議案の「平成２９年度一般会計収支決算書」の項

及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(6) 第２号 

第２号議案の「平成２９年度特別会計小水力発電事業収

支決算書」の項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(7) 第２号 

第２号議案の「平成２９年度積立金会計収支決算書」の

項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(8) 第２号 
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第２号議案の「平成２９年度特別事業積立金会計収支決

算書」の項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(9) 第２号 

第２号議案の「支線会計収支決算」の各支線決算書の項

及び目の本年度決算額から付記までの欄 
(10) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 
(11) 第１号 

第３号議案の「財産目録」の小科目の内容及び金額 

 
(12) 第２号 

第４号議案「平成３１年度事業計画（案）決議の件」の

予定事業費 
(13) 第２号 

第５号議案「平成３１年度一般会計収支予算書（案）」の

項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(14) 第２号 

第６号議案「平成３１年度特別会計小水力発電事業収支

予算書（案）」の項及び目の本年度予算額から付記までの

欄 

(15) 第２号 

第７号議案「平成３１年度積立金会計収支予算書（案）

」の項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(16) 第２号 

第８号議案「平成３１年度特別事業積立金会計収支予算

書（案）」の項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(17) 第２号 

第９号議案の「平成３１年度支線会計収支予算（案）決

議の件」の各支線収支予算書（案）の項及び目の本年度

予算額から付記までの欄 

(18) 第２号 

第１２号議案「平成３１年度一時借入（案）決議の件」

の「１．借入先」から「６．償還財源」までの欄 
(19) 第２号 

第１３号議案「平成３１年度現金預入先（案）決議の件

」の預入先 
(20) 第２号 

公文書７ 

 

平成３１年度通常総代

会議案書 別冊（案） 

第１７号議案の「第３．経理の状況 １．農林公庫資金

」の借入利息から償還期限までの欄(ただし、未償還元金

の合計欄を除く) 

(1) 第２号 

第１７号議案の「第３．経理の状況 ２．特別賦課金等

の徴収成績」の賦課額から未収額までの欄 

(2) 第２号 

第１８号議案の「平成２９年度国営附帯県営農地防災事

業 積立金会計収支決算書」の項、目の本年度決算額か

ら付記までの欄 

(3) 第２号 

第１９号議案「平成２９年度国営附帯県営農地防災事業

財産目録承認の件」(1)流動資産(2)負債の各年度の借入

額及び償還期限 

(4) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 (5) 第１号 
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第２０号議案「平成３１年度国営附帯県営農地防災事業 

積立金会計収支予算書（案）」の項、目の本年度予算額か

ら付記までの欄 

(6) 第２号 

公文書８ 

 

通常総代会議案書（案） 

（令和２年３月５日開

催分） 

「目次」の事務局長の名前 

 

(1) 第１号 

第１号議案の「第４．経理の状況 １．農林公庫資金」

の借入元金から償還期限までの欄 

(2) 第２号 

第１号議案の「第４．経理の状況 ２．一時借入金」の

年月日から付記までの欄 

(3) 第２号 

第１号議案の「第４．経理の状況 ３．賦課金等の徴収

成績」の賦課額から未収額までの欄 

(4) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 

(5) 第１号 

第２号議案の「平成３０年度一般会計収支決算書」の項

及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(6) 第２号 

第２号議案の「平成３０年度特別会計小水力発電事業収

支決算書」の項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(7) 第２号 

第２号議案の「平成３０年度積立金会計収支決算書」の

項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(8) 第２号 

第２号議案の「平成３０年度特別事業積立金会計収支決

算書」の項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(9) 第２号 

第２号議案の「支線会計収支決算」の各支線決算書の項

及び目の本年度決算額から付記までの欄 
(10) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 
(11) 第１号 

第３号議案の「財産目録」の小科目の内容及び金額 

 
(12) 第２号 

第４号議案「令和２年度事業計画（案）決議の件」の予

定事業費 
(13) 第２号 

第５号議案「令和２年度一般会計収支予算書」の項及び

目の本年度予算額から付記までの欄 
(14) 第２号 

第６号議案「令和２年度積立金会計収支予算書（案）」の

項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(15) 第２号 

第７号議案「令和２年度特別事業積立金会計収支予算書

（案）」の項及び目の本年度予算額から付記までの欄 
(16) 第２号 

第８号議案の「令和２年度支線会計収支予算（案）決議

の件」の各支線収支予算書（案）の項及び目の本年度予

算額から付記までの欄 

(17) 第２号 
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第１１号議案「令和２年度一時借入（案）決議の件」の

「１．借入先」から「６．償還財源」までの欄 
(18) 第２号 

第１２号議案「令和２年度現金預入先（案）決議の件」

の預入先 
(19) 第２号 

公文書９ 

 

令和２年度 通常総代

会議案書 別冊（案） 

第１５号議案の「第３．経理の状況 １．農林公庫資金

」の借入利息から償還期限までの欄 

(1) 第２号 

第１５号議案の「第３．経理の状況 ２．特別賦課金等

の徴収成績」の賦課額から未収額までの欄 

(2) 第２号 

第１６号議案の「平成３０年度国営附帯県営農地防災事

業 積立金会計収支決算書」の項及び目の本年度決算額

から付記までの欄 

(3) 第２号 

第１７号議案「平成３０年度国営附帯県営農地防災事業

財産目録承認の件」(1)流動資産(2)負債の各年度の借入

額及び償還期限 

(4) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 

(5) 第１号 

第１８号議案「令和２年度国営附帯県営農地防災事業 

積立金会計収支予算書（案）」の項及び目の本年度予算額

から付記までの欄 

(6) 第２号 

公文書１０ 

 

令和元年度収支決算承

認の件 

「平成３１・令和元年度一般会計収支決算書」の項及び

目の本年度決算額から付記までの欄 

(1) 第２号 

「令和元年度特別会計小水力発電事業収支決算書」の項

及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(2) 第２号 

「平成３１・令和元年度積立金会計収支決算書」の項及

び目の本年度決算額から付記までの欄 

(3) 第２号 

「平成３１・令和元年度特別事業積立金会計収支決算書

」の項及び目の本年度決算額から付記までの欄 

(4) 第２号 

「支線会計収支決算」の各支線決算書の項及び目の本年

度決算額から付記までの欄 

(5) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 

(6) 第１号 

公文書１１ 

 

令和元年度国営附帯県

営農地防災事業積立金

会計収支決算承認の件 

「令和元年度国営附帯県営農地防災事業 積立金会計収

支決算書」の項、目の本年度決算額から付記までの欄 

(1) 第２号 

「監査意見書」の総括監事及び監事の印の印影 

 

(2) 第１号 
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公文書１２ 

 

令和２年度○○土地改

良区定期検査に係る事

前提出資料のうち金銭

出納簿 

全て (1) 第２号 

公文書１３ 

 

令和２年度○○土地改

良区定期検査に係る事

前提出資料のうち収支

簿 

全て (1) 第２号 

公文書１４ 

 

令和２年度○○土地改

良区定期検査に係る事

前提出資料のうち残高

証明書 

全て (1) 第２号 

 


